
これまでの取組状況 当面（今年度中）の取組 予算措置状況
期待される効果・
達成すべき目標

（１）災害に強い地域づくり

法務省

平成30年度までの取組
○　津波等で土地の境界が不明となった地域における土
地の境界の復元及び土地が不規則に移動した地域にお
ける登記所備付地図の修正を実施するため、当該作業を
実施すべき地域を特定するための実態調査を宮城、福島
及び岩手の各県において実施（平成24年度までに完了）
○　実態調査の結果に基づき、土地の境界の復元及び
登記所備付地図の修正を早急に実施すべき地域におい
て、作業を実施（平成27年度までに完了）
○　震災により倒壊等した建物について、職権による滅失
登記を実施（福島県の一部を除き、平成26年度までに完
了）
○　宮城、福島及び岩手の各県において、登記特設相談
所を開設
○　宮城、福島及び岩手の各県において、登記所備付地
図作成作業を実施
令和元年度の取組
○　宮城、福島及び岩手の各県において、復興の更なる
推進に寄与するため、登記所備付地図作成作業を実施
○　被災地における不動産取引の増加に伴い、登記相談
に対応するとともに、大量に申請される登記を迅速に処
理

○　宮城、福島及び岩手の各
県において、復興の更なる推進
に寄与するため、登記所備付
地図作成作業を実施
○　復興に伴う登記申請につい
て、順次、登記を実施
○　被災地における不動産取
引・公共事業の増加に伴い、大
量に申請・嘱託される登記を迅
速に処理
○　宮城県、福島県及び岩手
県については、引き続き復興に
伴う登記申請に係る相談を実
施

・被災県における復
興型登記所備付地
図作成作業（１年目
作業及び２年目作
業）経費
537百万円【一般会
計】
・相談委託経費
58百万円【復興特
会】

○　被災自治体のニーズに基
づき、登記所備付地図の整備を
継続的に進めることにより、住
宅再建等に係る事業の加速
化、まちづくりの本格化、復興
道路等の物流基盤の整備と
いった復興の加速化に資するこ
ととなる。

○　復興事業の本格化に伴い、
復興に伴う非常に多くの登記申
請・嘱託がされる見込みである
ところ、登記手続に関する相談
に対応し、登記の申請等を迅速
に処理することは、被災者の支
援に資することとなる。相談に
関する具体的な数値目標を示
すことはできないが、ニーズに
対して的確に対応することとし
ている。

文部科学
省

〇東日本大震災に伴う災害復旧事業は「非常災害のた
めに必要な応急措置」に当たり、名勝等における現状変
更の許可を要しないことを、教育委員会に通知（平成23年
3月25日付）。
〇特別名勝松島に関しては、宮城県が関係市町の首長
等の参画を得て、現状変更等の許可基準を緩和し、特別
名勝の指定地内での住宅地整備を可能にした（平成24年
1月～）。
〇特別名勝松島の現状変更の許可権限を、特に重大な
場合を除いて、宮城県（松島町、七ヶ浜町、利府町）、東
松島市、塩竈市に移譲した（平成25年４月～）。

〇特別名勝松島に対し、地域
主導で作成された新たな基準
が、県と市によって適切に運用
されるよう支援する。

－

〇特別名勝松島をはじめとする
地域の文化財を適切に修復す
るとともに、住民生活の速やか
な復旧・復興に資する。

各府省の復興施策の取組状況の取りまとめ-公共インフラ以外の復興施策-

（ⅰ関連）
文化財保護と震災復
興

復興施策 担当
省庁

　③土地利用の再編等を速やかに実現できる仕組み等

（ⅳ関連）
土地の境界復元等



○　岩手・宮城・福島県での現地説明会（平成23年７月）
等において、「津波被災地における民間復興活動の円滑
な誘導・促進のための土地利用調整のガイドライン」を周
知徹底。
○　土地利用再編を速やかに実現するため、東日本大震
災復興特別区域法（平成23年12月26日施行。以下「特区
法」という。）において、「復興整備計画制度」を創設。
＜復興整備計画制度の概要＞
　協議会（市町村・県等で構成）における協議等を経て、
市町村が作成（県との共同作成も可）した復興整備計画
に基づく復興整備事業の実施に当たり、以下の特例措置
を講じている。
　①事業の実施に必要な許可の基準の緩和（市街化調
整区域に係る開発許可の立地基準、農地転用許可基準）
　②許可・ゾーニング・事業計画に係る手続をワンストップ
で処理
　③復興一体事業（住宅地と農地等の一体的な整備のた
めの事業）の創設
復興整備事業の実施の円滑化のための措置
○　特区法政省令、復興整備計画作成マニュアル等を整
備。
○　集団移転促進事業を進めるために移転元の農地を
買う場合、市町村が移転元の農地を農地法の許可なく買
い取ることができるよう省令改正（平成25年２月４日）。
○　福島県内の避難指示があった市町村の住民の帰還
を促進するため、復興整備計画を策定し、復興のための
事業を実施する場合、第１種農地の転用が可能となるよ
う省令改正（平成26年１月10日）。
○　避難指示の対象となった区域における復興整備計画
に係る農地転用手続の簡素化等を図るため、書類の簡
潔な記載例、職員の現地派遣による初期段階からの計
画作成支援の実施等を内容とする通知を発出（平成26年
8月29日）

○  被災地域の市町村による
復興整備計画の策定・変更及
び復興整備計画に基づく復興
整備事業の円滑かつ迅速な実
施を支援。

－
○  復興整備事業の円滑かつ
迅速な実施を通じて、災害に強
い地域づくりを実現。

（ⅰ，ⅱ，ⅲ，ⅳ，ⅴ
関連）
復興整備計画制度
を活用した災害に強
い地域づくりの推進

復興庁
農林水産

省
国土交通

省



国土交通
省

○　速やかな復旧・復興を図るために、津波浸水区域で
は約6,100点(新設約2,400点、改測約3,700点)に上る「補
助基準点」（地図作成や測量の基礎とするために、地球
上の位置を測定した点）を新設・改測し、測量成果を公表
している。この成果を活用して、土地区画整理事業や防
災集団移転促進事業等の復興事業の推進が図られてい
る。
○　土地境界の明確化により被災地の早期復興等に貢
献するため、宮城県仙台市等の16市町において、道路等
の官有地と民有地との間の境界情報を国が整備（「官民
境界基本調査」）したほか、岩手県大船渡市等の約140市
町村において、被災時に実施中であった地籍調査の測量
成果の復旧を支援した。
○  令和元年度は、東日本大震災発生時に地籍調査が
実施中又は実施済みであった茨城県稲敷市、新潟県十
日町市及び長野県栄村において、測量成果の復旧を支
援し、岩手県宮古市及び釜石市において、復興事業と連
携して実施する地籍調査を促進した。

○　土地境界の明確化により
被災地の早期復興等に貢献す
るため、自治体が実施する地
籍調査を財政的に支援する。ま
た、自治体による地籍調査の
測量成果の復旧を支援する。

※　補助基準点の測量作業は
平成24年度に終了
※　官民境界基本調査は平成
27年度に終了

地籍調査費負担金
12百万円【復興特
会】

○　地籍調査を未実施である地
域において、市町村等が実施
する地籍調査を財政的に支援
することにより、復旧・復興事業
の迅速な実施が可能となる。ま
た、東日本大震災発生時に地
籍調査を実施中又は実施済み
であった地域において、自治体
による測量成果の復旧を支援
し、迅速な復旧・復興に貢献す
る。

国土交通
省

○　被災地における適正な土地取引を確保するため、被
災３県・政令市（岩手県、宮城県、福島県及び仙台市）の
土地対策担当部署に対して、土地取引の実態把握に資
する情報として、登記異動情報及び土地の取引価格等に
関する情報を四半期毎に提供した。

○　引き続き、登記異動情報及
び土地の取引価格等に関する
情報を被災地に四半期毎に提
供予定。

－

○　登記異動情報及び土地の
取引価格等に関する情報を被
災3県・政令市に提供すること
で、当該地方公共団体が投機
的土地取引等を防止・監視する
ことができる。

（ⅳ関連）
被災地における土地
境界の明確化の推
進

（ⅴ関連）
取引価格情報等の
提供による適正な土
地取引の推進


